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 三次市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部を改

正する規則案を次のように提出する。 

 

 

  平成２６年１１月１９日 

 

 

三次市教育委員会教育長 児 玉 一 基  

 

 

   三次市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則  

   の一部を改正する規則（案） 

 

 三次市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則（平成１６

年三次市教育委員会規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

  

別表中 

「 

十日市中学校 粟屋小学校，十日市小学校，酒河小学校 

塩町中学校 神杉小学校，田幸小学校，和田小学校，川西小学

校 

川地中学校 青河小学校，川地小学校，三和小学校，三和中学

校 

君田中学校 君田小学校，布野小学校，布野中学校，作木小学

校，作木中学校 

吉舎中学校 吉舎小学校，安田小学校，八幡小学校，甲奴中学

校，甲奴小学校，小童小学校 

三良坂中学校 三良坂小学校，灰塚小学校，仁賀小学校 

                                  」を 

「 



十日市中学校 粟屋小学校，十日市小学校，酒河小学校 

川地中学校 青河小学校，川地小学校，三和小学校，三和中学

校 

君田中学校 君田小学校，布野小学校，布野中学校，作木小学

校，作木中学校 

吉舎中学校 吉舎小学校，安田小学校，八幡小学校，甲奴中学

校，甲奴小学校，小童小学校 

三良坂中学校 みらさか小学校，塩町中学校，神杉小学校，田幸

小学校，和田小学校，川西小学校 

                                  」に

改める。 

   附 則 

 この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

  


